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雜
、

錄

山.

取#

の
經1

情

に
於
て
も
輸
出
質
葛
上
多
少
®
耍
な
る
地
位
を
占
む
る 

な
る
可
し
ど
靡
も
、
其
の
他
の
點
に
於
て
は
芝
衆
の
發 

達
は
現
在
以
上
復
拕
多
く

進
む
所
な
か
る
可
し
0

怒
衆 

R

.は
當
今
尙
ほ
從
來
久
し
ぐ
其
の
地
に
定
住
せ
る
商
人 

f

o

而
し
て
其
の
商
人
は
深
ぐ
後
方
の
內
地
ビ
舊
來
一 

の
聯
絡
を
有
甘
る
.も
の
ぁ
.

C
N

O

岛
々
叉
其
の
位
置
が
南
'
,

j 

方
及
び
北
方
の
諸
满
に
對
す
る
舟
運
交
通
に
取
ぅ
て
颇
.一 

る
便
宜
:̂

る
も
の
办
る
こ
マj
も
べr

倚
ほ
阪
然
ビ
し
て
舊 

の
如
じ
o
.然
^

雖
も
靑
島
に
，於
け
る
‘商
人
*

亦

決

し

j 

て
拱
手
傍
観
す
る
も

の
に
非
ず
o

歲
月
の
經
過̂

共
に 

漸
次
某
の
’活
動
を
進
め
.て
內
她
各
方
新
た
な
る
然 

か
も
^

固
’な
る
聯
絡
を
確
立
せ
.
.
而
し
て
其
の
聯
絡 

れ
る
や
頗
る
固
ぐ
且
つ
永
.續
的
な
れ
ば
、
其
の
競
泰
考I 

ft
,る
S

^
か
最
近
益
々
重
要
V
V5.
5
,
.つ
>

P
る
彼
の
^

一
 

S

濰
縣
間
の
鐵
道
の
後
援
:̂

以
て
ず
る
も
之
を
切
斷
奪 

取
す
る
を
得
ざ
る
可
しO

從
つ
て
此
鐵
道
の
擻
設
も
靑 

島
に
収
6

て
は
決
し
て
徒
^

恐

怖

す

可

き

も

の

^
非

ざ
 

る
な
6

0
後
方
內
地
よ
ら
我
殖
民
地
に
對
し
て
行
は
る

,

.

;

.
第
：八
蹿
；
' 

1

四
六
'
'

>
商
業
は
旣
に
十
個#
以
來
_便
刺
.に
し
て
然
か
も
«
然
，
 

た
る
線
路
0
上
妃
行
は
れ
^

>
ぁ
办
0 j

朝
^
し
て
H3 

商
業
を
其
の
舊
來
の
線
路
以
外
^
脫
出
せ
し
む
る
が
如 

き
は
容
易
の
業
.に
_
t*
o
..若
し
强
い
て
之
を
腺
出
せ
し 

め
ん
^
ず
れ
ば
其
の
：商
業
に
與
ふ
る
.に
大
恩
恵
大
使
利 

を
以
て
せ
ざ，
る
可
か
ち
^
る
も
、
併
し
满
灣
な
き0
繁 

は
到
底
斯
る
恩
恵
を
供
す
る
を
得
ざ
る
可
し
。1)
1
1ふ
る 

R
靑
島
は
其
の
地
理
±
の
位
置
ょ
6
し
で
自
ら
最
も
便
. 

宜
に
貨
物
の
交
換
を
完
結
處
理
し
得
可§
地
た
る
の
.實
.. 

J>
る
な
ら
。.
.然
れ
ど
靑
島
及
び
其
の
前
衛
地
'.た
る
濟
餌 

府
fc
於
け
る
外
國
商
人
は
尙
ほ
他
に
果
た
す
可
き

Y.

大 

任
務
を
有
せ
此
任
務
た
る
や
確
に
此
等
商
人
の
充 

.分
自
覺
し
居
る
.所
f
cし
で
他
な
し
。：

彼
等
商
人
は
單
R 

帘
和
的
a
濟
的
に
山
東
省
に
.侵
.入
せ
る
の
み
に
て
止> 

可
き
に
非
.す
o
爾
今
M
に
遠
く
其
の
眼
梵
を
懣
炉
の
後 

*
內
*|
1
'
注̂
か
ざ
る
可
&
ざ
る
こ
^J

即
ち
是
2 

h

o项 

今
更
に1
層
鐵
道
網
を
搬
張
せ
ば
其
の
鑛
張
は
青
島
商 

人
の
爲
め
に
新
た
な
る
，商
業
の
機
會
を
與
ふ
可
く
、
而
，

I
. I

し
で
其
の
新
機
會
が
靑
島
の
爲
め
祀
如
何
杞
重
要
な
る 

も
の
ぁ
る
炉
は
當
今
未
た
容
易
代
想
像
し
得
ざ
る
所
な
. 

な
可
し
0

.
 

'

.

惟
ふ
に
鐵
^

網
0

建
.設
を
翼
進
す
る
支
那
政
府
の
健 

傘
な
る
經
濟
政
策
は
靑
島
を
根
f

せ
る
獅
逸
の
-
«
: 

の
文
化
政
策
の
有
カ
な
る
後
援
ビ
相
俟
ち
て
、
山
策
省 

龈
に
其
0.

後
方
內
地
.に
於
け
6'
經
濟
的
#

«

を
促
«

す 

る
な
る
可
し
o

吾
人
は
敢
て
获
に
文
化
政
策
ビ
沄
ふ
0 

興
の
理
由
他
‘な
し
Q

或
る
人
.民
を
し
て
外
國
商
品
に
對 

す
‘る
購
實
能
カ
を
得
せ
し
め
且
ゥ
其
め
人
民
の
生
產
能
一 

力
‘を
增
進
せ
し
む
る
唯1

の
方
法
は
其
の
人
民
亿
敎
ふ 

る
に
從
來
ょ
り
も1

層
高
等
な
る
生
活
程
度
を
以
て
す 

る
に
外
な
&

す
、
而
し
て
生
活
程
度
の
此
向
上
は
人
間 

內
部
の
向
上
^

離
る
可
ら
ざ
る
も
の
な
a

ば
な
6

0

普

國

行

政

法

上

涸

人

の

地

位

丨

村
.田

岩

次

郞

古
代
希
臘
哲
學
者
の
說
に
從
ベ
ば
、
國
家
は
全
體
で
ぁ 

、各
人
は
全
體
め
部
分
负
わ
る
V
へ
而
し
て
眞
に
猿
在 

す
る
も
の
ば
全
體
で
6:

つ
て
#

人
は
本
來
別
'個
獨
立
の 

存
在
を
有
す
る
も
®;

で
な
い
ビ
す
る
の
で
?>

る
が
、
自 

然
法
歌
者
の
說
ぐ
所
は
之
^
全
く
趣
を
異
に
し
て
居
な 

即
ち
自
然
法
歌
奢
は
國
家
®
前
に
無
法
律
の
自
然
狀
磁 

を
想
定
し
"

國
家
は
自
然
狀
態
.に
狂
る
谷
人
の
契
約
に 

基
い
て
成
立
す
る
も
の
で
わ
忽
ビ
す
る
.
0前
者
は
先
づ 

國
家
の
全
稆
花
を
認
め
て
然
る
後
個
人
0

部
分
的
存
在 

を
承
認
し
"
後
者
は
個
人
の
全
存
在
を
認
め
て
然
る
後 

國
家
の
成
立
を
谈
認
す
る
o 

,併
し
實
を
云
へ
ば
，
個
人 

の
前
に
國
家
が
ぁ
’
る
の
で
も
な
く
、
又
國
家
の
前
に
個 

人
が
?>
'

る
の
で
も
な
ぃ
6 

個
人
S

は
同
時
に
併
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八
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レ

雜

錄

#

行̂
政
浓
上
側
人0'
地
&
- 

第
八
^

一
 
四
，八

辟
し
"

同
時
‘に
發
達
す
る
も
の
^

認
め
、
又
し
て
來
た
後
者
は「

立
憲
政
治
ょ
6

寧
制
政
治
，R
返
れJ

ぼ
喪
求
す 

も
の
w

t

め
：る
の
が
，歷
史
派
0

主
張
す
る
所
.で
あ
る
。
ン

る
o

菩
人
の
當
に
排
^

す
可
ぎ
ば
*0
^0
®0
^0
®0
0̂
^0
0̂
: 

こ
で
國
家
が
^

家
の
利
1

ビ
.幸
福
.ど
を

堪

進
せ
ん
苳
@c
t0
t°
?>
c

s;
0

w0

で
あ
つ
て
>
;
:其
办
就
人
主
義
に
源
を
«

各
自
の
利
益
S

幸一
臓
.じ
を
進
め
んV

J

す
る
の
も
亦
各
人I

間

ふ

へ

の

要

リ

し

ぶ

秦

ふ

り

近

世

の

^

治

酹

は

商

家

の

全 

當
然
の
努
カ
で
わ
る
ど
言
は
ね
ば
な
ち
.ぬ
!°
;如
何
€
な

存

在

を

全
.ぅ
す
る
が
爲
め
：に
齋
人
に
ム
定
の
公
•義
務
を 

れ
ば
各
人
は
國
家
の
成
員
で
あ
國
家
ビ
云
ふ
全
體
ノ
課
す
る
泛
同
時
にr

各
人
.の〗

全
'存
在
を
も
全
ぅ
.せ
し
a
 

.の
部
分
^

し
て
#
在
ず
るW
同
時
に
次
れ
自
身
亦
獨
立
-'
-I

.

る
：が
'爲
め
に
0

法

に

於

て

個

人

.公

權

を

認

め

、
.國

家

の 

全

部

の

生

存

を

爲

す

も

の

，
で

?>

る
炉
&

で
?>

る
o 

‘是

を

I

樽
力
を
以
て
す
る
：も
妄
$

^

之
を
浸
害
す
る
こ
^
を
許 

以
て
國
家
は
常
に
個
人
に
對
L

て
絕
對
必
優
越
#

で
?>

さ
级
。
換
言
す
れ
ば
國
家
ビ
個
人y

j

が
夫
^

々
々
全
存 

6

得
な
い
ど
同
欉
に
、
個
人
も
亦
國
家
に
對
し
て
常
忙
|

在

を

全

ぅ

せ

ん

が

爲

め

に

法

の

'上

に

於

て

協

_

の

作

弔 

絕
對
の
饞
越
激
で
あ
ゲ
得
な
s

o

'換
言
す
れ
ば
其
處
に|

に
出
づ
る
.こ
ビ
が
：立
皲
紙
治
の
大
精
神
で
あ
&
、
又
大 

は
互
に
相
侵
犯
す
可
か
ら
ざ
る
©
域
が
な
け
れ
ば
な
'.
&

眼
自
な
の
で
あ
ゐ
'0
,
. 

i 

,

ぬ
の
で
あ
る
.？
吾
々
は
極
端
な
る
個
人
主
義
ミ
共
に
國
.1

:

H

:

家
莴
能
論
を
排
斥
す
る
も
の
で
J>

る
？
如
何
ど
な
れ
ば
官
吏
が
國
家
の
機
關
ど
し
て
其
の
職
務
を
執
^

す
る
忙 

個
人
主
義
の
極
端
は
無
政
府
主
美
で
?>
b

>

國

家

主

載

方
b

個
人
に
不
法
の
®
害
を
加
へ
た
場
合
に
當
該
官
斑 

の
極
端
は
輯
制
于
涉
の
政
治
で
6;

る
か
ら
で
‘3>

る
0

前
を
し
て
賠
償
の
責
任
を
負
は
し
む
る
か

、
'
.か
は
又
た
國 

者

は「

法

治
0

狀

態

，ょ&
自

然

の

狀

態

に

返

れ

.

」

艺

叫

び.

家

を

し

て

直

接

引

責

せ

し

め

？
官

處

：は

國

家

^

對

し

て

責
を
負
ふ
も
の
艺
爲
す
可
き
で
あ
る
か
^

惟
ふ
に
行
政
園
を
出
で
ざ
る
も
の
，ミ
す
れ

.ば

.：國
家
_忙
不
法
行
爲
0

.能 

ノ
 

'
訴
訟
及
び
訴
願
W

以
て
違
法
不
當
の
行
政
處
分
を
取
消
.

力
な
き
こ
纟
は
明
か
で
?>
'?
>
:
%
:目
し
て
國
家
に
不
法
«
.
. 

鏺
S

す
る
の
效
果
を
生
じ
得
べ
&

も
，
是
の
み
に
て
は
爲
能
カ
が
な
け
れ
ば
官
斑
の
不
法
行
爲
は
一
切
目
家
の 

法
律
上
の
救
濟
全
し
^

云
ふ
こ
S

は
出
來
ぬP

故
に
官
：

行
爲
で
极
な
い
？
旣
に
國
家
の
行

#

に
あ
&
す
ミ
す
れ 

.
•®

か
其
の
職
務
を
執
.行
す
る
に
方
々
個
人
に
不
法
の
損(

ば
國
家
が
當
然
任
責
ず
可
し
ミ
云
ふ
理
與
も
立
れ
ぬ
と 

害
を
加
べ
^

名
場
合
に
7

該
被
害
蓉
は
損
窖
賠
償
を
請
に
な
る
か

&

で
6.

る
:0

併
し
國
家
は
事
實
上
國
家
^
し 

求
し
で
、
以
て
不
法
行
政
の
救
濟
を
求
む
る
の
途
が
無
て
活
動
し
得
る
の
で
あ
る
：o

國
家
e

國
家
S

が
衝
突
す 

く
て
は
な
ら
ぬ
b

そ
こ
で
何
人
が
直
接
賠
償
の
責
任
を
、る

P
.戰
爭
が
起
る
.0

夫
れ
.は
單
に
a

首
$

元
首
^

の
#
 

僉
ふ
か
ヒ
去
ぶ
こ
ビ
が
問
題
に
な
つ
て
來
るo

國

家

其

CA

で
は
な
い
、
又
政
府
^

政
府
ミ
の
私
闘
で
，も
な
い
0
:
. 

の
も
，の
>

人
格
を
否
認
す
る
な
&

ば
國
家
が
引
責
す
る
而
し
て
又
勿
論
個
人
同
志

0

喧
_

で
は
な
い
0

國
家
存 

‘
•

^
云
ふ
理
由
は
立
た
：ぬ
で
あ
ち
ぅ
け
れ
办
卷
？
國
家
：の
1

云
ふ
自
然
の
活
動
力
を
備
：へ
た
活
物
の
公
爭
で
あ
る
。 

人
格
を
否
定
し
て
國
家
の
活
動
を
法
理
：上
適
切
に
說
明
，\

法
は
唯
r
vの
活
物
.の
自
然
の
活
力
を
認
識
し
、
之
に
法
' 

す
各
；こ
^

は
出
來
ぬ
:°

又
國
家
の
人
格
を
認
め
て
も
:>!

の
力
を
附
與
し
た
に
f

ぬ
P

國
家
の
事
實
上
0

權
力 

其
の
人
'格
は
法
の
擬
制
に
依
る
も
の
■で
あ
つV

"

其

の

j

は

法

の

上

に

於

で

始

め

，
て

國

家

の

卿

利

^

離

め
&

る
，
i
 

.

意
思
能
力
及
び
行
爲
能
カ
が
全
く
法
の
擬
制
に
出
で
其
，
も
、
是
れ
決
し
て
無
ょ
-

c
v
f

生

：じ

た

の

で

は

な

い

:-
0 

の
範
：園
內
，に
於
て
の
み
存
茌
す
る
も
の
ビ
す
れ
ば
免
張
.-
.

«

し
事
«

エ
0

*

力
ビ
法
律
.上
の
權
利
S

は
必
ず
し
も
. 

レ
前
^

同
樣
の
結
論
.に
到
達
せ
ざ
る
を
得
S

P
何
^

な
/

强
度
を
同
$

す
る
も
の
で
ぼ
な
い
9

如

何

ど

な

れ

：ば 

れ
ば
國
家
の
意
思
及
び
行
鹰
の
取
力
が
法
の
擬
制
の
®

は
或
る
程
度
ま
で
强
«

s

弱
*

^

の

力
^.
平

均

せ

し

む

餚
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六
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雜

錄

：
拽
國
行
政
法
上
個
人
0

.^
位

.

.

.

.涤
八
號 

ー
3£
0

纟

か
6

で

あ

る.;
0

强
潘
が
鮑
く

 

♦
で
も
、强
、
澇

で

あ

々

弱

，
自
治

公

典

細

體

©

賠
償
實
任
を
認
め
士
届
る
の
は
遼
當 

潘
が
飽<

ま
で& '

弱

潜̂

ぁ
，る
な&

ぱ
':
'
>
其

れ

は

無

法

で

あ

る

：

S

思
■

ふ
。'

 

■

 

..’

.

V

律
の
自
然
狀
_

で
ぁ
る
4

少

な

ぐ

ミ

も

專

制

統

治

の

’狀

管

ぁ
.る

暴
#
§
2

徳

如

レ

£

、
|

s

l

*o
S

M

O

:

£AO
M

LO
lo
i

l
IO
i

し
得
ざ
る
■
潜
で

は

な

い9
:

偏
人
は
國
家
0

全

存

在

を 

全
う
せ
む
む
る
が
爲
め
に
公
義
務
を
負
擔
し
，
國
家
«

.へ
へ
'Hi

.

 

.

.

.

.
 

'貧
民
は
當
者
對
し

.て
弱
者
で
?>

る
0

勞
働
#
は
資 

本
寒
に
對
し
て
弱
者
で
办
る
o
;併
し
强
»

M

飽
ぐ
ま
で 

も
强
者
で
あ
，6
、
羅
者
が
飽
く
ま
で
も
闕
潜
で
あ
る
ミ 

S

は
文
明
社
會
の
忍
び
：ざ
4

所
で
3>

る
か
£
、
近
世
の

'個
人
の
全
存
在
を
全
う
せ
し
む
る
爲
め
に
自
か
ら
の
活\ 

:
’國
家
は
何
れ
も
强
||
1
1樣
の
社
會
カ
を
調
和
せ
し
む
る

動
範
圍
を
制
限
し
な
«

れ
ば
な
&

ぬ
0

併
し
國
家
&

其
：
 

の
範
圍
を
越
え
て
活
動
し
得
な
い
の
で
は
な
い
？
唯
其 

の
'

範
圍
を
越
え
た
國
家
の
活
動
は
布
法
.の
行
爲
S

認
め 

ら
れ
、
其
れ
が
個
人
の
全
存
在
に
障
害
を
加
へ
た
場
^

' 

は
國
家
に
直
接
賠
償
の
義
務
を
生
ず
る
の
み
で
P
る
。 

,

0

0

個
人
^

對
し
て
直
_

?1

|双
す
為
は
不
法
行
爲
の
：
 

當
事
潘
れ
る
'官
斑
を
，«
譏
す
る
爲
め
に
?>
.ら
ず
^

て
實 

に
被
害
者
灯
る
個
人
を
保
_

す
$

爲
め
で
あ
る
0
.

:

故H

 

官
斑
の
國
家
に■

對
す
る
0
0

は
國
家
の
引
責
に
依
0
 

T
 

消
滅
す
る
も
の
で
は
な
ぃ
9
.
.普
.漏
西
に
於
1:

國
家
及
び

こ
^

に
苦
心
しP

居
る
o 
一#

漏
西
に
於
.て
は
，
救
貧事

：. 

業
は
初
め
寺
院
K

依
々
て
行
は
れ
、
後
市
府
之
に
當
る 

R
lg

つ
れ
け
れ
ど
も
、
^

九
世
紀
に
'入
る
ま
で
，
地
方 

團
體
が
法
轉
上
救
貧
_

務
を
_

せ
.ら

る

、

こ

ぢ

は

な

か 

つ
た
。
：
1
.八
§

1

年
に
始
め
:̂

救
貧
法
撇
定
せ
6

れ
，

‘I

八
セ
〇
年
紀
は
»
逸
帝
國
救
貧
法
の
^

«

を
見
る
に 

至

つ

れ•?
右

の

法#

は
；

j

九
〇
.八
年
に
修
芷
さ
れ
た
o 

此
の
法
律
に
依
れ
«
1
:
.個
以
上
0

市

區

？〗

個

以

上

の 

救
領
地
.
若
ズ
は
其
0

雙
方
を
以
.て
組
織
し
た
る
，地
方 

救
貧
管
理
區
を
祺
位
^

し
’

軍
^

其
の
數
_
を
合
し
て

I
I

!

大
管
理
區
を
龃
織
し
.て
以
て
救
貧
0

事
業
杞
當
る
n

 

R

な
つ
て
居
る
o 

從
業
者
勞
働
潘
の
，顧
利
を
增
進
す
る
爲
め
に
は
第
十 

に
營
業
の
自
由
を
保
障
し
、
■
第
一
.1:

に
從
業
者
の
組
織
^
 

規
定
し
、
.第
三
K

勞
働
■

の
生
命
€
健
康
ミ
を
保
識
す 

る
の
規
定
を
設
け
て
居
る
o

營
業
0

自
由
は
十
九
世
紀 

の
初
葉
妃
於
て
始
め
て
保
障
せ
S

ネ
> 

に
至
つ
た
G

中 

世
^
於
て
は
營
業
は
職
業
組
合
の
專
斷
的
に
支
配
す
る 

所
で
.あ
つ
f2
o

次
い
.で

尊

制

君

主

の

治

下

に

‘在

&

て
对 

職
業
組
合
は
國
家
の
支
配
の
下
忙
在
る
公
典
國
體
ミ
認 

め
：&

れ
"
.鼠
家
は
自
炉
ら
營
業
免
許
權
を
獨
占
す
る
に
.
. 

至
つ
た
。
併
し
國
家
の
許
可
を
得
ず
し
て
は
如
何
な
る 

簦
業
に
も
從
事
す
る
相
來
ガ
か
，つ

た

か

.依
然 

饑
業
の
不

■

由
は
存
し
れ
0

:1
?

あ
る
9

.

營
業
稅
及
び

0

.
 

察
歡
督
權
に
關
す
る
'
1八1

o

年
幕
び
：1
.
A

」
1.

年
の
' 

法
律
は
營
業
の
自
由
を
確
立
し
、
ま
業
組
合
の
統
治
權 

を
剝
奪
し
れ
-o

即
ち
法
#

に
i

の
規
定
あ
.名
場
合
を
5 

除

き

，
營

業

は

緦

：
べ
、
て

の

人

に

解

放

せ

&

る

、

^

至
つ 

第
八
涖■

2

0
六1

)

雜
',
'

錄

、数國
行
政
法
上
個
，人

€

た
の
で
办
る
9
 |

八
：四
五
年
の
法
律
は
此
の
原
則
を
普
' 

. 

國
全
般
に
及
ぼ
し
、
：北
獅
逸
聯
邦
成
る
.

S

.

S
 

i

 

1
.

の

原

則

を

；
！
，
層

廣

く

蕾

し

"

1

八

六

九̂

に
、は#
 

業

：法

を

制

定

し

て

®

業
の
自
由
を
保
障
し
た
o

今
日
職 

業
組
合
:0

目
的
^

す
1る
所
は
.組
合
員
の
融
和
を
針
6

、

主
從
の
關
係
を
改
善
し
？
，宿
舍
及
び
職
業
紹
介
の
便
を
、
 

針
&

、
徒
弟
の
規
定
を
設
け
、
.■其
の
精
神
的
技
術
的
敎
. 

養

を

慮

又

’紛

議

を

敎

定

す

る

等

の

諸

事

項

^

外

な 

&
 

g

o若
し
もi

定
0

地
方
に
於
け
る
從
業
翁
の
i

.
 

が
希
蠤
す
る
時
は
行
政
命
令
を
以
て
强
制
的
に
組
合
を 

設
け
^

こ
5

も
出
來
る
;0

一.I

以
上
の
組
合
の
代
表
者
が 

相
寄
つ
て
組
合
聯
合
翕
を
設
け
る
，i 5

U

も
亦
出
來
る

の 

で
ぁ
る
C

又
政
府
は
：

4

定
の
地
方
を
指
楚
じ
、
命
令
を 

以
て
手
工
業
會
議
所
を
^

け
る
こ
ど
が
出
來
る
。，興
の 

特
殊
の
_

的
は
徒
弟
.の
狀
鶴
を
»

1

な
ら
し
妁
、
：必
要 

な

，
る

規

則

の

鋤

行

を

監

視

::
1
,、，

：

國
家
並
R

地
方
行
政
廳 

it

手
X

業
$

書
を
呈
出
し
、
具
つ
意
見
を
上
#

し
> 

.

置

よ

Q

提

案

慕
1

之
一
を
當
.局
者
8

吿
し
.、

佐 

婼
八
鹋
一
丑
一



猶

八

潘

(

l
o
，六
ニ)

雜
錄
靱
闕
行
政
法
上
僩
人
の
跑
饴

槳
上
の
1
切
の
事
項
に
關
し
て
進
言
を
爲
す
等
の
諸
事 

«

を
全
.ぅ
す
る
に
在
-̂

。
又
聯
邦
參
事
院
は
#
定
の
事 

項
に
就
て
特
に
給
料
簿
の
備
付
を
命
じ
得
る
の
で
あ
•石 

若
し
も
聯
邦
參
事
院
が
此
の
權
诹
を
行
使
せ
ざ
t

し
時 

は
各
支
分
國
の
政
府
"

院
に
代
つ
て
同
樣
の
命
令
を
發
 ̂

す
る
こV

J

が
出
來
る
C

勞
餵
は
原
則
^
し
て
帝

國

貨

幣| 

を
以

て

支

拂

は

る

、

こ

ビ

を

要
す
る
。
法
#

の
規
定
に| 

逾
背
す
る
派
の
契
約
は
總
べ
て
無
效
で
あ
る
。乂
雇
主
一 

が
契
約
履
行
の
保
證
S

'L

て

1

11

の
給
料
以
上
の
多
額 

の
金
員
を
勞
銀
の
中
ょ
$

差
91
く
こ
^

も
許
さ
れ
て
居| 

も
ぬ
。
地
方
公
共
福
體
は
其
の
條
例
を
以
てj

週
乃
至 

1

ヶ
月
:#
に
勞
銀
の
交
拂
を
爲
す
可
き
こ
ビ
を
命
す
る

| 

こ
ビ
が
出
來
る

O

M

主
は
未
成
年
勞
働
者
の
爲
め
に
別j 

に
勉
學
の
餘
暇
を
與
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
未
成
年
潜
を
勞
一 

働
著
ど
し
て
使
用
す
る
場
合
杞
は

〗

定
の
公
簿

R

被
®
 

衮
の
氏
名
ヽ
生
年
月
日
及
び
生
地
、
法
定
代
理
人
の
氏 

名
、
其
の
最
近
の
住
所
、
M

傭
の
時
日
、
勞
務
の
性
質 

^

^

年̂
^

等

を

取

記

す-̂
こ
^
.を
^

要

ビ

す

る0
fe

前

第
.八

跋, .
.
I
M
r
K

 :

潘
が
年
期
明
け
に
な
つ
た
場
合
に
は
其
の
勞
務
の
.性
®
 

錐
に
期
間
、
及
び
本
人
の
希
蟹
に
應
じ
て
雜
の
行
狀
並 

に

成

績

を

も

明

記

七

^

證

朝

書

を

與

へ

る

義

務

が

あ

る 

芡
雇
主
は
勞
働
«

-0

健
康
ビ
生
命
の
安
全
ビ
を
保
障
す 

る
爲
め
に
法

#

上
種
々
の
_
務
を
負
擔
し
制
限
を
凝
る 

の
で
わ
るo

十
名
以
上
の
'從
業
卷
を
使
用
す
る
事
業
に 

在
$

て
は
十
|

|

1未
滿
の
遨
を
使
用
す
る
こ
ビ
は
絕
»
 

に
許
さ
れ
ぬ
o

十

四

歲

未

滿

の

漭

は

：|

日

六

時

間

以

上 

働
か
せ
る
こ
と
は
出
來
ぬO

十
六
歲
未
滿
の
漭
は
十
時 

間
以
上
働
か
せ
る
こ
ビ
は
出
來g

o

又
成
る
®

類
の
*
 

業
に
在
ぅ
て
は
少
年
勞
働
潘
の
使
用
を
絕
對
に
禁
じ
て 

居
る
;°

婦
人
勞
働
者
.に
«

夜
業
を
許
さ
ぬ
o

而
じ
て
少 

な
く
ビ
も
十
一
時
間
.の
休
息
を
與
へ
ね
ば
な&

g
o

又 

分
娩
時
に
於
て
は
八
週
日
の
休
息
を
與
へ
，1る
0

】

定
の 

事
業
に
は
全
然
締
人
の
使
用
を
齋
^

て
居
る
0

又

】

：H 

の
勞
務
終
了
後
、
婦
人
並
に
幼
少
勞
働
者
に
家
內
仕
事
. 

を
命
ず
る
こ
ど
は
切
來
ぬ
。
婦
人(

並
に
幼
少
.

)

勞
働
翁 

を

使

用

す

る

場

合

夂

は

馨

察

署

に

其

の

旨

を

凰

出

で

.、

照
傭
の
條
件
を
叫
示
す
る
必
要
が
あ
る
。

1

九

一
1

年 

五
月
三
十一

H

の
®

逸

帝

國

保

險

法

は

.三

種

の

保

險

を

. 

規
窀
し
て
居
る
o 

j

に
日
く
、
疾
病
保
險
o 

.

ニ
に
m

i

. 

傷
辔
保
險
。
三
に
日
く
、
老
癒
死D

保
險
◦

第

I

の
疾 

病
保
險
料
は
•
部

ば

®

主

ハ

一

部

は

被

傭

®

が

負

擔

す

一

.

る
o

其
の
割
合
は
前
潜
_

に
對
す
る
狻
卷一 .1.

で
あ
る
。

第
一
ー
.の
傷
害
保
險
料
は
其
.0

事
業
の
危
險
性
及
び
勞
鈒j 

の
高
を
標
準
ビ
し
て
脎
主
ょ
ぅ
徵
收
す
る
。
第
三
の
港\ 

廢
死」

し
保
險
料
は一

部
は
帝
國
政
府
之
を
負
擔
し
"

1

. 

部
は
爝
主
並
に
被
俯
者
が
等
分
に
僉
»

す
る
V J

ビ
に

な

j 

つ
て
居
る
。 

：

.I 

0
.
.

辍
察
^

は
何
で
あ
る
か
？

之
が
定
義
记
就
い

V
.

は
學
一 

者
.間
穸
少
の
異
論
が
あ
る
け
れ
と
も
、
警
察
が
個
人
の
一 

自
甶
を
制
限
す
る
命
令
強
制
.の
權
カ
作
用
.で
あ
.る
.
W

S
.

ふ1

事
は
之
を
動
が
す
こ
マ
し
は
出
來
ぬ
,0

故
に
行
政
法
.

上
個
人
の
地
位
を
觀
察
す
，
る

鶬

合

杧

於

て

看

、過

す

可

か

'

ら
ざ
る
は
實
に
替
察
權
边
作
用
で
あ
：る
。
_

し
.て
殊
に
：

-

 

' 

:
 

.

.

.

■

铽
.八

怨

2

0

六
三)

雜

錄

#

翅
行
政
法
上
_
人
ゃ
她
位

注
意
す
可
き
は
言
驗
、
印
行
、
獾
會
ノ
結
妣
に
關
す
る 

自
由
公
權
ど
.瞥
察
權
ヒ
'の

關

係

：で

ぁ

る
.
0獨
逸
の
出
版 

法
：に
依
れ
ば
银
.版
物
は
次
の
場
合
に
於
て
饗
察
官
に
.侬 

b

沒
收
せ
6

れ
得
る
こ
S

に
な
つ
て
居
る
？

C
1
.
)

.
發
行
#

、
印
刷
翁
、
及
び
«

任
ぁ
る
編
輯
.

,

潜

の

氏

名

住

所

た

.關

し

法

定

の

形

式

を

缺 

く
時
-°:

(

ニ)

«

布
を
禁
|]
:

せ
る
外
國
の
出
版
物
3 

(

三)

，-
戰
時
M

は
事
變
R

際
‘し
、

®

事

：上

の

記

事 

.
の

發

表

，を

禁

す

る

帝

國

宰

相

の

命

令

に

難 

.

背

せ

，る

出

版

物

？

(

四1
,

_

事
犯
%

誘
致
し
"

皇
帝
並
に
谷
聯
邦
の
，
 

元

首

を

攻

難

七
"

法
猙
違
反
.を
敎
唆
しr

 

'
\

踏
級
的
反
抗
心
參
姚
發
し
、
不
德
猥 

.
:

部
事
を
揭
げ
、
.以
て
；
刑

法

に

觸

る

‘
、
所
の 

.

«
版

％
 

ぃ 

' 

'

:

.©

し

此
§

合

に

は11

十

询

峙

間

以

掏
^
 

,

.

;.

刑

事

裁.判

所

の.決

定

を

請

求

す

る

を

®

す

第
八-城
.

13L

三



第
A

涵

2

〇
六
四

)

雜

錄

铬

阈

行

政

法

上

|1
4
1人
め
，地
汝

龠
八
號

若
し
も
裁
判
所
が
物
件
の
押
收
を
非
認
し 

た
る
場
合
に
は
.某
の
押
收
物
件
を
所
有
者 

, 

に
迤
還
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
◦

又
®
日
以
內
鉍 

裁
剑
所
の
追
認
を
得
な
か
つ
^

場
合
^
は 

矢
張
6

押
收
物
件
を
返
還
す
可
^

^

0

^
 

な

つ
て
居
る
。
又
刑
學
±

の
蹄
追
，が

1
.
1週 

間
以
內
に

爲
さ
れ
な
か
つ
た
場
合
に
は
沒 

收
を
逭
認
し
た
裁
判
所
の
決
定
は
無
效
S
 

な
る
？
.： 

.

.

又
一
八
四
八
年
ま
で
は
結
.社
は
|
般
^

禁
北
せ
.ら
れ
、
 

政
治
上
の
集
會
も
許
さ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
.o

然
る
に 

〕

八

四

八

年

四

月

六

日

，に
‘始

め

て

集

會

結

撒

の

自

由

が 

宣
言
せ
ら
れ
、
次
で
丄
八
五
〇
年
に
は
普
國
«
法
第
ニ 

十
九
倐
及
び
第1

1
1

十
條
に
於
て
之
を
保
障
す
る
に
至
つ 

12
0

併
し
乍
ら
屋
外
集
會
及
び
政
治
的
結
社
は
依
然
.制 

—

限
を
漿
つ
て
居
る
。
不
法
の
自
的
を
有
す
る
結
社
は
衍 

政
命
令
を
以
て
之
が
解
散
を
命
す
^

こ
ぜ
が
出
來
ゐ
,0 

但
し
其
の
命
令
は
行
政
裁
.荆

所の
！
：

決

に

依

つT

m

t

さ
れ
，#

る
の
で
あ
•
る
o

政
治
的
結
a

は
必
ず
一
人
教
<
 

は
數
人
の
幹
事
ど
趾
則
.ビ
を
荷
せ
ね
ぱ
な
£

ぬ
0

幹
^
 

(

若
く
は
主
幹
者)

ば
社
則
.の
滕
本
及
び
龀
員
名
簿
を
ニ 

週
間
以
內
に
管
输
響
察
鶴
に
腐
出
づ
る
_

務
が
あ
.る
b 

社
則
又
は
社
員
に
1

奉
る
'#

狀
.同
機
の
手
續
を
f

 

ね
は
な
ら
ぬ
の
屯
あ
る
？
又
政
治
.的
錐
會
に
就
い
て
は 

其
の
.集
會
の， 1

寒

四

時

間

前

比

集

會

の

場

所

及

び

日

時
 

を
管
轄
替
察
署
比
屆
出
づ
る
の
定
め
で
あ
な
Q

伹
し
二 

般
に
公
吿
せ
&

れ
た
る
集
會
は
：此
限
に
あ
ら
ず
、
又
炊 

治
上
の
目
的
を
宥
す
~る
.遺
擧
人
の
會
合
は
：選
擧
の
期
日 

の
揩
宠
せ
&

れ
た
.る
時
ょ
；̂
選
擧
の
終
T

す
る
間
に
於 

て
通
吿
す
る
の
要
な
し
'0
1
«
の
屋
外
鴒
會
及
び
屋
外 

運
動
は
發
起
人
ゆ
於
.て1

j

十
四
時
間
前
に
日
時
及
.び
場 

所
を
管
®

警
察
署
'に
屈
'尚

づ

.

.
る

の

で

あ

る

o
'併
し
K

の 

集
#

文
は
遂
動
が
公
安
记
勉
害
を
.及
ぼ
さ
V

る
限
办
、

-
^

が
許
容
を
拒
絕
す
名
；.こ
'ビ
は
出
*

^m
o

發
察
常
^
廣 

は
何
妫
の
燊
會
^

も
.一:
|名
ょ
ゑ
穸
數
0

代
表
|
^
^
遺 

t

f

さ
ま
出
來
ぬ
0

1?
办
る 
> 
又
派
遣
せ
ら
れ
た
る

p

I
I

者
は
必
ず
自
炉
&
其
事
を
座
長
又
は
發
起
人
记
吿
げ
掐 

ば
な
ら
ぬ
の
み
な
&

ヤ

、
.
.
若

し

も

集

會

の

解

散

を

命

ず 

る
場
合
に
は
必
中
其
の
理
曲
を
W

示
し
な
け
れ
ば
な
I
 

ぬ
o

而
し
て
其
の
理
_
は
不
服
な
る
栽
は
之
を
行
政
裁 

剑
所
に
訴
へ
て
黑
0

を
敗
す
る
こ
^

が
出
來
る
a

十
八 

歲
以
下
の
渚
は
政
治
的
赭
社
の
励
員
た
る
こ
^
が
出
來 

ぬ
、
又
政
治
的
集
會
に
出
席
す
る >」

ビ
も
許
さ
攸
m
o 

葙
し
も
此
の
規
定
に
違
背
す
る
も
の
が
あ
れ
ば
、.
之
比 

對
し
て
西
五
十
坶
克
乃
至
汪
百
馬
克
以
罰
金
を
課
す
る 

こ
が
出
來
る
。
勞
働
者V

J

し
て
の
未
成
尔
者
の
使
用 

を
制
限
す
る
の
は

好
い
が
，
何
故
に
靑
年
を
政
治
、ょ
i
 

絕
緣
せ
し
む
る
洛
喪
が
あ
る
？

靑
年
を
し
て
政
治

'̂
: 

解
せ
し
め
ざ
る
が
故
杞
靑
年
は
公
事
忙
偷
淡
に
な
>

3
 

恐
る
可
き
非
國
家
的
勢
カ
を
酿
成
す
る
に
茧
る
の
で
あ 

る
國
家
破
壤
諭
遨
は
斯
く
じ
て
現
は
れ
"

無
政
府
主
_
 

潘
は
斯
く
し
て
出
づ
る
の
.で
あ
る
0.
思

へ

ば

保

守

的

政 

治
家
の
保
守
政
策
程
愚
劣
な
も
®

は
な
い
P
 

:

S

 

; 

.

,

.

.

:

、
!

:

 

.
•■

普
國
泚
方
#

政
上
1

特
}£

馏
澈
す
可
§

.«

三
級
_
舉
制 

B

.

ぁ

る
o
.

】 
一|

級
選
擧
制
度
は
國
會
議
員
の
選
擧
に
も 

撒
用
さ
れ
て
居
な
免
我
か
國
に
於
て
は
幸
ひ
國
會
議
員 

の
選
擧
の
場
合
^

此
の
方
法
を
梂
用
せ
ざ
る
も
#

會
_
 

員
の
選
擧
比
之
を
猓
用
^

て
居
る
0

秘
は
之
を
目
し
て 

立
法
政
策
の
矛
盾
匕
去
ふ
0
.是
れ
_

ほ
獨
逸
帝
鼠
«

#
 

の
議
員
選
擧
に
5

級
制
度
を
採
用
せ
ざ
る
に
普
國
に
の 

み
之
を
採
用
^

拎
る
ミ
！

t

樣
の
矛
盾
で
あ
.る
b

三
級
佩 

度
の
最
.̂

霄
要
な
る
特
徵
«,

公
®

費
の
濫
t

を
愼
し
み 

其
の
節
約
を
念
S

す
る
僦
向
の
お
る
富
裕
者
の
階
級
に 

優
*

權
を
保
障
す
る
：1.

事
で
和
る
'。
彼
等
富
裕
潘
の
階 

級
は
太
な
る
$

 

©
負
*

に
任
す
るy

j

共
に
此
の
優
越 

'̂
^

地
位
を
保
障
せ
&:
6:
.:>
の
;̂

あ
る
p 

免
&
菩 

^

は
斯
0

制
度
0.
:

で

に

於

て

_

數

の

潘

が

微

为

無

貴

任 

$

%
办
"

公

典
0

翁

浪

に

冷

淡

ぱ
f

,

延

ひ

て

地

方 

熱

渝
0

不

振

を

來

す

：ゆ

至

&

し

む

る

^

云
ふ
容
易
比
償 

ふ
可
か
&

r

る
®

^

の
あ
る
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
-
ぬ
o
. 

加
之
骂
級
槲
度
は
徒
ら
に
階
級
的
觀
念
を
强
め
？
私
の

谘
八
卷
へ 
一0
六
沉)

.
雜

國
行
政
法
上
m
人
の
地
位

第
八
虢

st
3i



第

八

卷

(
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o
六六

)

雜撒淡即行政敗上個

A\

§地
位

利
银
？
特
殊
階
級
の
蒇
利
を
念
ど
し
て
公
典
の
政
治
^
 

與
る
可
か
ら
す
^
*云
ふ
立
患
政
治
の
@

則
を
破
却
す 

る
危
險
性
を
有
し
て
居
るO

:

獨
逸
の「

ク

ダ
グ」

1

場 

の
所
在
地
た
る

H

ッ
セ
ン
に
在

A

て
は」

級
選
擧
人
は 

總
選
擧
人
約
ニ
莴
人
の
中
僅
か
三
名
に
過
ぎ
ず
、

1

級 

1
1

級
を
合
算
す
る
&

猶
.ほ
四
西
餘
人
R

過
ぎ
な
か
つ
れ 

こ
ど
が
あ
る
。
然
も
此
の
少
數
の
者
か
實

R

市
會
議
員 

の
大
半
を
選
定
す
る
の
事
實
を
見
て
は
唯
々
驚
く
の
外 

は
な
い
。
叉
各
階
級
の
被
選
考
の
少
な
く
^
も
半
動
は 

家
屈
の
所
有
者
れ
ら
ざ
る
可
か
ら
ず
ど
の
規
定
さ
へ
あ
’ 

る
。
肫
の
規
定
の
之
有
る
か
爲
め
に

1
1一
級
選
擧
人
の
.蒙 

る
苦
痛
は
ま
た

1

通
，

C
V

で
な
い
？
之
が
爲
め
に
現
に
三 

級
選
擧
人
が
本
來
蓮
み
も
し
な
い
人
物
を 

一
ニ
級
所
屬 

の
s

-̂

人
の
中
か
ら
選
出
し
れ
實
例
が
あ
る
o

事
茲
に 

到
つ
て
は
最
语
ゃ
合
理
不
合
理
の
問
題
で
«

な
く
て
、
 

殆
ん
と
滑
稽
に
近
い
0

選
擧
«

何
が
爲
め
忆
行
ひ
、
選 

擧
制
度
は
如
何
な
る
目
的
を
有
す
る
が
を
反
問
す
る
ま 

セ
も
な
い
の
だ
。
思
へ
ば
保
守
的
政
治
家
の
傲
守
败
策

鑛
t

I

I

程
愚
劣
な
も
の
は
な
s
o<
,

.

.

.

.

.
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必/

法
は
吾
人
共
同
生
活
の
準
則
で
あ
るO

罟
人
は
11
:
#

^
 

•同
の
生
活
を
全
ぅ
す
る
^

が
に
法
を
®

ん
じ
、
又
法
f
c 

一
當
然
服
從
し
な
け
れ
ば
な
&

ぬ
。

龊

者

も

弱

葱

も

"
.
又 

富
者
も
貧
者
も
共
に
等
し
<
法
に
驟
東
さ
れ
ね
ば
な
&
 

,

ぬ
:°
^

義
は
法
の
母
で
あ
^

'

法
は
.

1

視
同
t

Tr
.
6:
る 

. 

'さ
は
去
b

乍
ら
、

法
夫
れ
自
身
は
決
し
て
萬
能
の
力
を 

有
す
る
も
の
で
な
いO

法

は

不

正

を

韵

し

’
騷

を

防

じ 

こ
ど
が
出
來
る
に
し
て
I
 

"不
5£

邦
f

0-
、
惡
其
の
も 

の
*

減
？

I

が
な
ぃ 
o
lI
f
c
oso
s

MO
go
f

«0 

社
會
を
構
成
す
る
吾
人
の
頭
_

宿
び
0

人
を
離
れ
て
法 

な
し
P

法
を
殺
^

も
活
か
す
も
實
は
各
人
の
良
由
で
3> 

る
，
勝
手
f

あ
る
0:

■
會
改
善
の
問
題
は
或
る
程
度
ま
 

で
法
制
改
草
の
問
題
で
わ
る
が
、
其
の
根
本
に
於
て
は 

常
.に

各

人

の

自

己

內

省

を

要

求

し

.て

止

ま

ぬ

の

で

あ

な 

鲁
國
の
政
治
家
が
法
制
の
改
#

^'
:

爲
す
ビ
爲
さ
で
る

^
 

は
敢
で
我
れ
の
關
す
私
所
で
な
い
0.
:
併
し
我
れ
は
我
於

1

1

!

I

1
1

法
制
を
改
善
す
る
ど
共
に

"

又

之

を

活

か

す

の

H
,

風

.が 

.な
く
て
は
な

&

g

の
で
あ
る

'0
.

1

,

(

完
.

)

ノ.

.

.

.

•米

國

聯

謂

新

所

得

税

法
(

下)

.
* 

' 

' 

• 

. 

- 
- 
■

向

、

#

;

鹿

■松

パ

- 

.
丨

j

H

、
課

親

率

'- 

.
課
率
に
付
き
硏
究
す
べ
き
は
弥
稅
ビ
猪
進
稅
率
ビ
の 

十
一
問
題
«:
6

0
 

. 

. 

’

第
一
の
問
題
に
關
し
特
に
注
意
を
要
す
る
は
、

新
稅 

法
か
各
個
人
に
適
用
さ
る
る
は
：其
所
得
三
千
卵
を
超
過 

\

し
た
る
場
合
に
限
る

こv
j

こ
れ
な
h

?

M

案
に
於
て

は 

\

此
の
免
税
點
を
四
千
®;
?

な
し
た
h

し
か 
>

餘
6

に
高 

\

き
に
過
ぐ
る
を
以
て
中
途
修
1£

し
て
之
を
1
1
1千
茆
ビ
な 

\

し
、
子
供
あ
る
も
の

R

對
し
て
は
此
の
上
五
百
弗
又
は 

1

千
弗
^

高
む
る
こ
S
 

>
せ
6

0

然

れ

ど

も

結

周

此

子 

供
に
對
す
る
免
税
規
定
は
削
除
せ
ら
れ
、
其
の
代
々
結 

婚
せ
る

.

者
に
對
し
て
は
免
桃
®
.を
三
千
弗
の
上
®

:

^

1

'
 

千
^
■
を
加
ふ
る
こ
：
、
な
れ
但
し
結
娘
せ
る
も
の 

に
對
す
る
此
#

針
四
,

弗
の
免
税
規
定
は
同
居
せ
る
*

第

八
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一
0

六
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